農地法第３条許可申請のながれ
	
	・相談　　取得要件など
・農地法第３条許可申請書受付
　（申請書締切日：毎月１４日前後）
・申請書の記載内容の審査　
・現地確認調査　　（毎月２０日前後）
・農業委員会総会での審議　　（毎月下旬）
　
・許可（不許可、却下）書交付　（用意でき次第、ご連絡いたします）
　　（認印・身分証明書を持って農業委員会までお越しください。）
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